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 2025 年１月 17 日 

株式会社フライヤー 

代表取締役 CEO 大賀 康史 

問合せ先：03-6212-5115 

 証券コード：323A 

 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させ

ることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。このため、企業倫理の醸成

と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コ

ーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが

不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。  

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則のすべてを実施しております。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

― 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

株式会社メディアドゥ 1,996,200 65.58 

株式会社マイナビ 258,760  8.50 

大賀 康史 ※１ 221,800 7.29 

XTech２号投資事業有限責任組合 183,940 6.04 

みずほ成長支援第４号投資事業有限責任組

合 

63,380 2.08 

株式会社インソース 55,440 1.82 
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株式会社 CARTA VENTURES 55,440 1.82 

大分 VC サクセスファンド６号投資事業有限

責任組合 

45,280 1.49 

株式会社ケイプランニング 27,160 0.89 

エッグフォワード株式会社 27,160 0.89 

三菱UFJキャピタル９号投資事業有限責任組

合 

27,160 0.89 

 ※１ 大賀康史の所有株式数には株式会社 WINGS が所有する 55,400 株を含んでおります。 

 

支配株主（親会社を除く）名 0 名 

 

親会社名 株式会社メディアドゥ 

親会社の上場取引所 東京（コード）3678 

 

補足説明 

― 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 グロース市場 

決算期 ２月 

業種 情報・通信業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社の支配株主である株式会社メディアドゥ（以下、親会社）は、当社の親会社に該当しておりま

す。当社は、親会社との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを

基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取

引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役

会に報告することで、少数株主の保護に努めております。 

 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

当社取締役は、支配株主である株式会社メディアドゥ（以下、親会社）の役職員以外の者から選任し



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

3 

ており、当社独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、より独立性を高める観点

から、東京証券取引所の定める独立性基準に基づく独立社外取締役を２名、独立社外監査役を３名

選任しており、当該役員が独立した立場で適切な業務執行および監督を行っております。なお、当社

は親会社から取締役１名の受け入れを行っておりましたが、2024 年５月開催の定時株主総会におい

て退任済みであります。また、当社の経営上の決定事項について親会社による事前承認を要する事

項は存在しておらず、今後も引き続き独立した事業運営を行ってまいります。 

 

本書提出日現在において、親会社は当社株式の65.58％を保有しており、当社は株式会社メディア

ドゥの連結子会社という位置づけであり、当社の上場予定日である2025年２月17日時点も引き続き

連結子会社である予定です。 

なお、親会社グループにおける事業ポートフォリオは、中核事業である「電子書籍流通事業」と

「戦略投資事業」の２事業から成り、「戦略投資事業」はさらに「FanTop事業」「インプリント事

業」「IP・ソリューション事業」「国際事業」の４つの事業から構成されており、当社は、「IP・ソ

リューション事業」を展開する収益子会社として連結業績への貢献を期待されている位置づけであ

ります。ただし、当社の事業は、親会社の中核事業である「電子書籍流通事業」と明確な事業シナ

ジーが見込めないことから、上場日以降は親会社による当社株式の持ち分比率は段階的に減少させ

ていく方針です。 

 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 ８名 

定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 代表取締役 

取締役の人数 ４名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 ２名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている

人数 

２名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 
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服部 結花 他の会社の出身者            

安田 雅彦 他の会社の出身者        △    

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説

明 

選任の理由 

服部 結花 〇 ― インキュベーション事業を事業内

容とする会社の経営者であり、経

営における豊富な経験を有してい

ることから、当社の事業拡大にお

ける牽制機能としてのガバナンス

強化にあたり有用と考え、選任し

ております。 

また、社外取締役服部結花と当社

の間には、資本的関係、取引関係等

において特別な利害関係はないこ

とから、独立性は確保されており、

一般株主と利益相反が生じるおそ

れはないと判断し、独立役員とし

て指定しております。 

安田 雅彦 ◯ 2024 年 3 月まで当社との

取引がありましたが、就任

までに取引を完了してお

り、新規の取引は発生して

ファーストキャリアより一貫して

人事・HRBP に従事し、責任者とし

ての経験も豊富なことから、当社

の法人向けプロダクトなどの開



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

5 

おりません。 発・運営・営業に有用と考え、選任

しております。 

また、社外取締役安田雅彦と当社

の間には過去取引関係はありまし

たが現在は取引関係はなく、資本

的関係又はその他の利害関係もな

いことから、独立性は確保されて

おり、東京証券取引所が定める独

立役員の要件を満たしており、一

般株主と利益相反が生じるおそれ

はないと判断し、独立役員として

指定しております。 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の

委員会の有無 

なし 

 

補足説明 

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 取締役の報酬は、株主総会で決

議された取締役の報酬総額に基づき、業績に対する権限と責任の範囲を勘案し、取締役会において

個別にその額を決定しております。 

 

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 ４名 

監査役の人数 ３名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、業務お

よび財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、監査役

は内部監査担当者および会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めてお

ります。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ３名 

社外監査役のうち独立役員に指定されている ２名 
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人数 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k l m 

佐藤 純 公認会計士              

鈴木 克征 他の会社の出身者   △           

廣瀬 崇史 弁護士              

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

佐藤 純 〇 ― 公認会計士としての財務経理に

関する豊富な知見を有している

ことから、当社のガバナンス強化

にあたり有用な監査を期待でき

ると考え、選任しております。 

また、社外監査役佐藤純と当社の

間には、資本的関係、取引関係等

において特別な利害関係はない

ことから、独立性は確保されてお

り、一般株主と利益相反が生じる
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おそれはないと判断し、独立役員

として指定しております。 

鈴木 克征  鈴木克征氏は過去に当社の

親会社である株式会社メデ

ィアドゥの取締役でありま

した。 

事業会社の管理部において要職

を歴任しており、その豊富な経験

と知識に基づき全社的な見地か

ら、当社経営に対する指摘や助言

により、経営を監視する役割を果

たしていただけるものと考え、選

任しております。 

また、社外監査役鈴木克征は過去

当社の親会社出身者であったも

のの、現時点において当社の間に

は、資本的関係、取引関係等にお

いて特別な利害関係はないこと

から、適切な監査機能を果たして

いただけるものと判断しており

ます。 

廣瀬 崇史 〇 ― 弁護士としての法律に係る豊富

な知見を有していることから、当

社のガバナンス強化にあたり有

用な監査を期待できると考え、選

任しております。 

また、社外監査役廣瀬崇史と当社

の間には、資本的関係、取引関係

等において特別な利害関係はな

いことから、独立性は確保されて

おり、一般株主と利益相反が生じ

るおそれはないと判断し、独立役

員として指定しております。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 ４名 

その他独立役員に関する事項 

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員４名を全て独立役員に指定しております。 

 

【インセンティブ関係】 
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取締役へのインセンティブ付与に関する施策

の実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社に対する経営参画意識を高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、スト 

ックオプション制度を導入しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,社外監査役,従業員  

 

該当項目に関する補足説明 

当社の企業価値・株主価値向上と貢献のある取締役、従業員および社外協力者が得られる利益を連

動 

させることにより、企業価値向上に対する貢献意欲等を高めることを目的として、ストックオプシ

ョンを付与しております。 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。 

取締役および監査役の報酬は、役員区分ごとに総額で開示しております。 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬総額に基づき、業績に対する権限と責任の範

囲を勘案し、取締役会において個別にその額を決定しております。監査役の報酬は、株主総会で決議

された報酬総額に基づき、監査役会にて個別のその額を協議し、決定しております。なお、取締役の

報酬等の算定において業績連動報酬制度は採用しておらず、取締役・監査役共に固定報酬のみで構

成しております。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役および社外監査役へのサポートはコーポレート Div が行っております。 取締役会の資料

は、コーポレート Div より原則として開催日の３日前までに社外取締役および社外監査役を含む全

役員へ送付し、十分な検討をする時間を確保するとともに、各役員から質問や指摘事項等があった

場合など必要に応じて内容の事前説明を行う事としています。また、社外取締役に対しては、監査役

会への出席により監査役監査、会計監査人監査、内部監査間の情報共有を促進しております。 
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２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

a)取締役会  

当社の取締役会は、取締役４名(うち社外取締役２名)で構成され、規程に則して、会社の経営方

針、経営戦略、事業計画、重要な資金調達、重要な組織および人事等の業務執行を決定し、各取締

役の職務の執行を監督しております。取締役会は、毎月１回以上、定期的開催するほか、必要に応

じて取締役会を随時開催しております。なお、取締役会の議長は、代表取締役が務めております。

また、取締役会には監査役３名も出席し、会社の意思決定プロセスの監査や取締役の業務執行の状

況を監視できる体制を整備しております。 

 

b) 経営会議 

当社の経営会議は、常勤の取締役、執行役員、ゼネラルマネジャー(GM)で構成され、経営会議規程

に則して、参加者協議のうえで経営上の重要事項を決定しております。経営会議は、原則として毎月

２回以上、定期的開催するほか、必要に応じて随時開催しております。なお、経営会議の議長は、代

表取締役が務めております。また、経営会議には常勤監査役も出席し、会社の意思決定プロセスの監

査や取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整備しております。 

 

C) 監査役会 

当社の監査役会は、監査役３名(うち社外監査役３名)で構成され、監査役会で決議された監査計

画に基づき、監査を行っております。監査役会は毎月１回以上、定期的に開催するほか、必要に応じ

て随時に監査役会を開催しております。なお、監査役会の議長は、常勤監査役が務めております。ま

た、監査役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、業務

および財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、監査

役は内部監査担当者および会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めて

おります。 

 

d)内部監査 

当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者２名

が、自己の属する部門を除く当社全体の業務監査を網羅的に実施し、代表取締役に対して監査結果

を報告しております。また、内部監査担当者と会計監査人および監査役会とは、必要に応じて随時情

報を共有することで、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。 

 

e) コンプライアンス委員会・リスク管理委員会 

当社は、リスク管理の基礎として定める「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、コンプラ

イアンス委員会およびリスク管理委員会を設置し、法令遵守体制およびリスクマネジメント活動を

推進しております。 
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３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は、会社法に規定する機関として、株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置し

ております。株主総会が会社の意思決定機関として、取締役会が会社の業務執行の意思決定、業務執

行の監督を行う機関として、監査役会が取締役の職務の執行を監査する監査役全員によって構成さ

れる独立した機関として、会計監査人が会社の税務状況及び業績などの財務情報を的確に提供して

いるかを調査・評価する機関として、それぞれが責務を全うする体制をとっております。また、会社

のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関として、コンプライアンス委員会およびリ

スク管理委員会を設置しております。 

経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効となるように体制を整備しております。 

 

 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、早期発送に努

めてまいります。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、集中日を回避して開催してい

ま す。 

電磁的方法による

議決権の行使 

機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮

し、 必要に応じて検討してまいります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮

し、 必要に応じて検討してまいります。 

招集通知(要約)の

英文での提供 

機関投資家や海外投資家の株主構成等を踏まえて、より株主の利便性も考慮

し、 必要に応じて検討してまいります。 

その他 該当事項はありません。 

 

２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ーポリシーの作成・

公表 

当社ホームページ内にＩＲサイトを開設し、ディスクロージ

ャーポリシーを掲載する予定であります。 
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個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

個人投資家向け説明会、アナリスト・機関投資家向けの説明

会等、積極的に活用する予定であります。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

個人投資家向け説明会、アナリスト・機関投資家向けの説明

会等、積極的に活用する予定であります。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

現時点では未定ですが、外国人保有比率を考慮しつつ、検討

してまいります。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページ内にＩＲサイトを開設し、有価証券報告書

等、適時開示書類、ＩＲニュース等々を掲載する予定であり

ます。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

コーポレート Div(経営企画グループ)を IR・情報開示担当部

門とし、取締役 CFO を適時開示責任者に任命する予定であり

ます。 

 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社は、社会的に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経

営の透明性・公平性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のも

と、適時適切に企業情報を開示し説明責任を果たしてまいります。また、迅速

かつ的確な意思決定により株主や顧客、取引先、従業員、社会をはじめとする

ステークホルダーの利益を最大化しつつ、持続的かつ健全な成長と長期的な企

業価値の向上が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス体制の

強化に努めております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

今後の課題として検討してまいります。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社ホームページ内の IR サイトや決算説明会等を通じて、ステークホルダー

に対する積極的な情報開示を行う方針であります。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナ
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ンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要

な経営課題と位置付けております。当社の取締役会において決議された「内部統制システムの整備

に関する基本方針」の概要は、以下のとおりです。 

 

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  

(1) 取締役および使用人が遵守すべき社内規程等を定め、法令、定款等への適合体制を確立する。  

(2) 取締役は、他の取締役または使用人の職務の執行が、法令または定款に適合していない事実を

発見した場合、取締役会および監査役会に報告する。監査役会は、取締役の職務の執行につい

て監査する。 

(3) 取締役会は、当社の「ミッションステートメント」を制定し、取締役および使用人に周知徹底

することにより、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成していくことを目指す。 

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款および文書管理規程等の社内規程、方針に従い、文書

（紙 または電磁的媒体）に記録して適切に保管および管理する体制を整える。 

 

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

(1) 経営上の重要事項に係るリスクについては、取締役会において十分な協議を行う。  

(2) 信用リスク、情報漏洩リスク等、個別のリスクについては、それぞれ社内規程に基づき、コン

プライ アンス・リスク管理委員会において適切な管理を行う。 

 

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

(1) 定時および臨時の取締役会を開催し、情報の共有および意思の疎通を図り、業務執行に係わる

重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行の状況を監督する。  

(2) 職務執行に関する権限および責任については、取締役会規程、組織規程、職務権限規程等の社

内規程で定め、随時見直すものとする。 

 

5. 監査役会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項および当該使用人の取締役から

の独立性に関する事項  

監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、合理的な範囲で監査役会の会議

事務 局がその任にあたるものとし、当該使用人は取締役または他の使用人の指揮命令を受けないも

のとす る。 

 

6. 監査役会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  

監査役会の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、当該使用人に対して、監査役会の指揮命令

に従 う旨を周知徹底する。 
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7. 取締役および使用人が監査役会に報告するための体制  

取締役および使用人は、その分掌業務において会社に著しい損害を与える事実ならびに著しい損害

を与 えるおそれのある事実を発見した場合、法令および社内規程に定める方法により、速やかに監

査役会に 適切な報告を行う。 

 

8. 監査役会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保す

るための体制  

当社の監査役会へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利

な扱 いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。 

 

9. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  

監査役の職務の執行について生ずる費用は、会社法第 399 条の２第４項に基づき適切に処理する。 

 

10. その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

(1) 監査役会は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンスおよびリスク管理への取

組状況その他経営上の課題について代表取締役その他取締役と情報交換を行い、取締役および

監査役会の意思疎通を図る。  

(2) 監査役会は、定期・不定期を問わず、内部監査担当および監査法人等と情報の共有並びに意見

交換の場を設けることとし、内部監査担当および監査法人等との意思疎通を図る。 

 

11. 反社会的勢力排除に向けた基本的方針 

反社会的勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、一切の関係を持たず、一切の不当な要求等に応じな

いことを基本方針とし、平素から外部専門機関との緊密な連携をとり、担当部門を決めて会社全体

として組織的に対処する。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社およびその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関係は無いと認識しています。

当社は、一般社団法人日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き（第７版）」（2017

年 11 月）および「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針（平成 19 年６月 犯罪対策

閣僚会議幹事 会申合わせ）を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しています。

当社における方針・基準等については、「反社会勢力等対策規程」において定めており、主要な社内

会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。これらのように、当社およ

び全ての役員、従業員は反社会的勢力との絶縁を基本方針としております。 

社内体制としては、コンプライアンスに係る会議体としてコンプライアンス委員会を設置し、反社
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会的勢力に対する業務を所管する部署はコーポレート Div とし、不当要求等に対する対応部署への

速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会勢力等対応マニ

ュアル」を整備しています。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるな

ど、その徹底を図っております。 外部組織との連携に関しては、2022 年６月には当社における不当

要求防止責任者（取締役 CFO）を選任して所轄の警察署に届出を行い、警察とも連携できる体制を構

築しております。取引先等に対して行っている反社会的勢力チェックの方法は次のとおりです。 

 

(a) 新規取引先に対するチェックの方法  

「反社会勢力等対応マニュアル」に基づいて、Google および日経テレコンにて検索する方法を

基本とし、新規取引先、その代表者などを対象としています。また、必要に応じて所轄警察署の

データ照会を参考にしております。なお、全ての取引契約においていわゆる暴排条項を設けて

おり、暴排条項に違反した場合の契約解除要件を明確に定めております。 

 

(b) 既存取引先に対するチェックの方法  

「反社会的勢力確認（定期調査）」に基づいて、年１回の頻度でコンプライアンス調査会社へ外

注する方法を利用して、販売先・仕入先・外注先全件の再チェックを委託し、調査結果の精査を

行っております。営業社員が取引先を訪問した際には取引先の状況変化を観察し、営業会議で

の報告事項とするほか、端緒情報についてはコーポレート Div において一元的に集約する体制

となっております。なお、懸念すべき状況を把握した場合には、外部の専門機関からの助言を踏

まえながら対応を図ることになっております。  

 

(c) 株主に対するチェックの方法  

第三者割当の場合には、事前に割当先となる役員・株主等について、Google および日経テレコ

ンにて検索する方法を利用して調査しております。また、上場後においても大株主を確認対象

とする方針であります。 

 

(d) 役員に対するチェックの方法  

従業員または外部者を取締役候補者または監査役候補者とする場合は、Google および日経テレ

コンにて検索する方法によりチェックを行っております。なお、全取締役および全監査役から

反社会的勢力等と一切関わりがない旨の誓約書を徴求しております。 

 

(e) 従業員に対するチェックの方法  

従業員の採用に際して新卒・中途採用いずれの場合も、Google および日経テレコンにて検索す

る方法によりチェックを行っております。なお、臨時社員を含む全社員から反社会的勢力等と

一切関わりがない旨の誓約書を徴求しております。 
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Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

上場申請日現在、買収防衛策は導入しておらず、また、その計画もありません。 

 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社のコーポレート・ガバナンス体制および適時開示体制の概要に関する模式図を参考資料として

記載しております 
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【模式図(参考資料)】 

 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

以上 


